
 

施 設 利 用 承 認 申 請 書 

 
令和   年   月   日  

 

け い は ん な 記 念 公 園 

管 理 事 務 所 長  殿 

申請者 住所                                   

氏名又は 
                                              団 体 名                                 印    

                                              代表者名                                    

                                              連絡担当者                 TEL                       

 

下 記 の と お り 利 用 し た い の で 申 請 し ま す。 

施設利用 
ビジターセンター □  研 修 室      □ 展 示 室 

観 月 楼 （注） □ 研 修 室     □ 展示ホール   ※ ギャラリーについては、別様式  

利用内容 
 

 

利用日時 
 令和   年   月   日 （   ）          令和   年   月   日 （   ） 

 午前 ・ 午後   時   分          ～    午前 ・ 午後   時   分    （  日間） 

利用人数          人 ※ コロナウイルス感染拡大防止のため、ご利用は ２０人以下とさせていただきます。 

備  考  

   以下記入しないでください    

   

利用料 \ 利用条件 
 

（注） 観月楼の施設をご利用の場合は、別途、水景園入園料が必要です。 
 
◆申込みについて 

   利用日の 3 ヶ月前からの受付となります。「施設利用承認申請書」（本書）の提出をお願いします。 

   尚、毎月の継続利用をご希望の場合は、3 ヶ月先の 1 ヶ月分を 1日から受付いたします。 

   【例：10月 15日の利用受付開始日】 〇一般利用 ： 7月 15日から 〇継続利用 ： 7月 1日から 

◆コロナウイルス感染拡大防止策について 

   感染拡大防止策として、当日に裏面の記載事項を口頭で確認します。利用者に該当がある場合は、利用を見合わせて

いただくようお願い致します。 

◆飲食について 

   お食事をなさる方は、事前にお申し出ください。アルコール類は禁止となっています。（禁酒・禁煙） 

◆キャンセルについて 

   利用日の 1 ヶ月前から利用料金の 50％、10日前からは全額のキャンセル料が必要です。 

   キャンセル及び利用日の変更については、必ずご連絡ください。 

                        

上記について了承しました 
 

                                           氏名                           印      

 



研 修 室 利 用 料 金   

 

利用時間 利用料金 

９：００ ～ １２：００ １，０００ 円 

１３：００ ～ １７：００ １，０００ 円 

９：００ ～ １７：００ ２，０００ 円 

 

 

１２：００～１３：００の時間帯をご希望の場合（下記より選択） 

利用時間 利用料金 

９：００ ～ １３：００ １，３００ 円 

１２：００ ～ １７：００ １，３００ 円 

 

◆午前～午後にまたがる時間帯は、全日料金（２，０００円）になります。 

◆18：00までをご希望の場合は、別途、延長料金３００円が必要です。 

◆観月楼の研修室をご利用の場合は、別途、水景園入園料が必要です。 

◆お支払いは、当日現金でお願いいたします。 

◆重要 

代表者は当日、以下の事項について該当がないか確認を求め、該当がある場合は利用を見合わせるよう

利用者へ呼びかけてください（当日、口頭にて確認いたします）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※展示室・展示ホールは基本的に占有できません。 他のお客様と譲り合ってご利用ください。 

 

①  利用当日の体温（37.5℃以下であること） 

②  利用前７日間における以下の事項 

ア 平熱を超える発熱 

イ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

ウ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

エ 嗅覚や味覚の異常 

オ 体が重く感じる、疲れやすい等 

③  利用前５日間における以下の事項 

カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触 

④  政府が定める所定期間内に、入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 

地域等からの入国者との濃厚接触（※） 

（※期間等については、日本入国時の検疫措置（厚生労働省 HP「水際対策」など参照） 


